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原子力安全委員会 原子力安全基準・指針専門部会 

立地指針等検討小委員会 第４回会合 

議事次第 

 

１．日 時：平成２１年８月２０日（木）１０：００～１２：３０ 

 

２．場 所：全省庁共用１２０８特別会議室（中央合同庁舎第４号館１２階） 

 

３．議 題： 

  （１）立地指針等に関する検討について 

  （２）その他 

 

４．配付資料 

   立小委第４－１号   事務局への要請事項 

   立小委第４－２号   立地指針等検討小委員会第３回会合における意見

のまとめ（案） 

   立小委第４－３号   原子炉立地に係る環境影響評価に関する米国規制

における環境影響評価と安全評価の比較 

   立小委第４－４－１号 ＥＳＰＲとＳＲＰにおける苛酷事故と環境評価の

取扱い 

   立小委第４－４－２号 環境報告書（ＤＣＥＲ）における苛酷事故影響緩

和代替設計ＳＡＭＤＡの検討例 

   立小委第４－５号   米国ＮＲＣの環境標準レビュー計画：ＥＳＲＰ、

ＮＵＲＥＧ－１５５５（１９９９）の説明 

   立小委第４－６号   立地指針等検討小委員会での重点課題（案） 

   立小委第４－７号   立地評価のソースタームに係る検討（その２） 
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出 席 者 

 

●委員 

  △石島 清見       梶本 光廣       川上 博人 

   酒井 一夫       竹下  功      ◎平野 光將 

   藤城 俊夫       本間 俊充       山口  彰 

   山内 喜明 

 

注）◎：主査、△：主査代理 

 

●原子力安全委員会 

   鈴木 篤之       早田 邦久       久住 静代 

   小山田 修       久木田 豊 

 

●オブザーバー 

   辻倉 米蔵（電気事業連合会） 

   宮野  廣（日本原子力学会） 

 

●原子力安全・保安院 

   大島 俊之 

 

●事務局 

   岩橋 理彦       角田 英之       山田 知穂 

   与能本 泰介      奥  博貴       生川 孝一 

   高坂  潔       舘盛 勝一       佐々木 誠 

   重松 交響 
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午前１０時００分 開会 

○平野主査 それでは、所定の時間がまいりましたので、第４回の立地指針等検

討小委員会を開催したいと思います。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 毎回ですが、この会合は公開となっておりまして、発言内容は速記録として残

すことになっております。ご発言が重なりませんように、ご発言は進行役の指名

後ということで、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から定足数の確認と配付資料の確認をお願いいたします。 

○重松副管理官 それでは、事務局から定足数の確認をさせていただきます。 

 本小委員会は、専門委員から成る全構成員の２分の１の出席で会合が成立する

ことになっております。現在の構成員数は１１名でして、定足数は６名でござい

ますが、現在１０名の専門委員のご出席いただいておりますので、定足数に達し

ております。 

 それから、続きまして配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元に配付いたしました議事次第、それに続いて配付資料を用意させていた

だきました。 

 資料でございますが、資料番号で立小委第４－１号、事務局への要請事項、続

きまして立小委第４－２号、立地指針等検討小委員会第３回会合における意見の

まとめ（案）、それから次の資料でございますが、番号として立小委第４－４と

書いてございますが、これは申しわけありません。ちょっと番号を訂正させてい

ただきたいのですが、４－４を４－３とさせていただきまして、原子炉立地に係

る環境影響評価に関する米国規制における環境影響評価と安全評価の比較、続き

まして立小委第４－５－１号となっておりますが、これを４－４－１とさせてい

ただきまして、ＥＳＰＲとＳＲＰにおける苛酷事故と環境評価の取扱い、続きま

して立小委第４－５－２を４－４－２とさせていただきまして、環境報告書（Ｄ

ＣＥＲ）における苛酷事故影響緩和代替設計ＳＡＭＤＡの検討例、続きまして立

小委第４－６、これを４－５とさせていただきまして、米国ＮＲＣの環境標準レ

ビュー計画：ＥＳＲＰ、ＮＵＲＥＧ－１５５５（１９９９）の説明、それから立

小委第４－７、これを４－６とさせていただきまして、立地指針等検討小委員会

での重点課題（案）、最後に立小委第４－８を４－７号とさせていただきまして、
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立地評価のソースタームに係る検討（その２）。 

 配付資料は以上でございます。 

 それから、緑色の紙ファイルで、指針の写しと前回までの配付資料を綴じた常

備資料を用意させていただきました。 

 ご用意した資料は以上でございます。 

○平野主査 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題に入りたいと思います。 

 まず、前回までに事務局に要請した過去の指針改訂に係る検討の状況や環境影

響評価に係る事項について議論していただきたいと思います。その後、特に小委

員会で検討する重点課題と前回も検討しましたソースタームについての議論を中

心に行っていきたいと思います。 

 それでは、初めに前回会合の意見のまとめと事務局への要請事項について説明

をお願いします。 

○与能本安全調査管理官 ちょっとマイクの調子が悪くて申しわけございません。 

 それでは、資料の第４－１号と４－２号を用いまして、前回の事務局への要請

事項と第３回会合における意見のまとめについて、簡単に説明させていただきま

す。 

 まず、第４－２号でございますが、これは前回におきましても、第１回、第２

回におきましても意見のまとめ、このようにまとめております。これの内容に関

しましては、既にメールにて先生方にお送りさせていただき、またコメントもい

ただいておりますので、特に読み上げはいたしませんが、何かお気付きのところ

がありましたら、事務局までご連絡ください。 

 １点、誤字の修正がございまして、（２）の①のところであります。「米国に

おいて、国家環境」、その次でありますが、ここが間違っておりまして、「再策

法」とありますけれども、これは「政策法」です。「国家環境政策法に基づく」

というふうに訂正をお願いいたします。 

 前回このような意見をいただいて、特に事務局に対して要請があった事項をま

とめたものが４－１号でございます。４－１号では、第１回、第２回に要請され

た事項の続きとして、２ページ目に前回の第３回で要請された事項をまとめてお
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ります。 

 本日は初めに、この第３回の２で環境保全に係る規制についての米国と我が国

の比較等に関して幾つか要請がありましたので、資料を用いて説明させていただ

きたいと思います。 

 ここに先ほどの訂正によりまして、資料の４－５－１、５－２、４－６号とあ

りますが、訂正いたしまして、４－４－１号、４－４－２号、４－５号でありま

す。また、その下も４－７号が４－６号ということでよろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 既にメール等で確認されているところでございますけれども、何か特にご質問、

ご意見ございましたらどうぞ。 

 それでは、次の議題に入りたいと思います。 

 前回の宿題事項に関連して、環境影響評価と安全評価の比較について、事務局

からご説明いただきます。 

○高坂技術参与 それでは、資料の４－３号をご覧いただきたいと思います。 

 これはＡ４横になっておりますが、原子炉立地に係る環境影響評価に関する米

国規制における環境影響評価と安全評価の比較となっています。 

 これは前回、米国の立地に係る許可に相当するものとしまして、ＥＳＰ、早期

サイト許可における環境評価書の中に放射線の影響評価について含まれて評価さ

れているというご説明いたしました。その際に、アーリーサイトパーミット時に

は、環境影響評価と安全評価が同時に審査されるということで、同時に提出され

ますというご報告をいたしました。 

 そこで、想定事故時の評価は環境評価と安全評価とで重複して書かれるという

ことになり、その重複に対する取扱いについて整理したものがこの資料でござい

ます。 

 この資料を見ていただきますと、内容的にはその想定事故のうちの設計基準事

故の評価について取り扱っております。苛酷事故、シビアアクシデント、それか

ら通常運転時の評価については、この後、別な資料でご説明することになります。 

 この資料をご覧いただきますと、左側が環境影響評価、中央が安全評価、それ

から一番右側がその評価内容を整理した結果でございます。 
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 それで、最初の１項目が、それぞれの環境影響評価、安全評価の標準レビュー

計画書で具体的な評価項目が挙がっておりますので、それを１ページから順に１

ページ、２ページ、３ページ、４ページ、５ページとまとめてございます。 

 それで時間の関係もございますので、まず環境影響評価を見ていただきますと、

最初のページの７．でございます、放射性物質を取り扱う想定事故の環境への影

響と書いてございまして、放射線物質の放出を伴うような事故についての評価が

環境影響評価のレポートの中には記入されているということでございます。 

 それから、中央の安全評価については、ＣＨＡＰＴＥＲ１５、Ａｃｃｉｄｅｎ

ｔ Ａｎａｌｙｓｉｓと書いてございますが、この中にはＴｒａｎｓｉｅｎｔ 

Ａｃｃｉｄｅｎｔ Ａｎａｌｙｓｅｓ、即ち異常な過渡事象の評価と事故時の評

価で、安全評価指針で言っていると同等のものがここに規定されておりまして、

その評価が載ってございます。 

 その比較結果をまとめて右の欄に書いてございす。先ほどとダブりますが、米

国においては、アーリーサイトパーミットからＣＯＬまでの段階、それから施設

更新時の申請に際して、ＮＵＲＥＧ－１５５５とＮＵＲＥＧ－０８００に基づい

て、それぞれ環境影響評価と安全評価が同時に行われることになります。二つの

レビューにおきまして、想定事故に対する評価についてはダブっておりますが、

特に放射性物質の放出を伴う事故に対しては、重複して実施されております。 

 それで、その内容が比較したという、整理したということが左の表で書いてご

ざいますけれども、その結果はその下に書いてございます。 

 基本的には、ＮＵＲＥＧ－０８００の安全評価の方については、過渡変化と事

故時の全体が網羅された形で報告されて、レビューされておりまして、一方環境

影響評価については、放射性物質の放出を伴う事故に特化したレビューが行われ

るということです。 

 それと、環境影響評価の中で重複して取り扱われている事故は放射性物質の放

出を伴うということでそこに書いてありますから、主蒸気管配管破断事故以降、

再循環ポンプのロータの固着、それから制御棒の飛び出し、あるいは落下、次の

ページにまいりまして格納容器外の冷却材バウンタリーの小破断、それから大破

断ＬＯＣＡ、それから燃料取扱い事故についての環境への放射性物質の放出に係

わる評価が同時に行われていることでございます。 
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 それから、当然でございますが、異常な過渡事象の変化に対しては影響評価の

中では扱っておりません。 

 それから、捲っていただきまして、６ページに飛んでいただきます。 

 今までは先ほどのＮＵＲＥＧのスタンダードレビュープランベースの項目を比

較しておりましたけれども、備考欄に書いてございますが、Ｅｘｅｌｏｎ電力の

具体的な早期サイト許可における、環境影響評価報告書と安全評価報告書を調査

しまして、具体的にその内容が書かれているかということを確認したものがこの

表でございます。 

 左側が同じように環境評価報告書、それから右側は安全評価報告書の内容でご

ざいます。 

 それで、左側を見ていただきますと、先ほど申し上げた放射性物質の放出を伴

う事故の評価がＴａｂｌｅ５－８でＡＢＷＲについて書いてございます。これら

が放射性物質の影響を放出を伴う事故でございます。 

 次のページにまいりまして、ＰＷＲの例、ＡＰ１０００についても書いてござ

いまして、これも同様に放射性物質の放出を伴う事故についての評価が記載され

ております。 

 それから、６ページにもどっていただきまして、中ほどの安全評価の方ですけ

れども、ＡＣＣＩＤＥＮＴ ＡＮＡＬＹＳＥＳというところにそれに相当する評

価が載っておりまして、同様の評価が載ってございます。 

 まとめますと、一番右側に書いてございますが、２段落目になりますが、早期

サイト許可時点においては、安全評価の事故評価と環境影響評価の事故評価はい

ずれも放射性物質の放出を伴う設計基準事故に限定した解析・評価結果について

限って報告されておりまして、レビューされる形になります。それ以降の建設許

可とか、それからＣＯＬの段階においては、それ以外の内容も触れますけれども、

最初のＥＳＰの段階では安全評価書の方も放射性物質の放出を伴う設計事故、基

準事故に関係した範囲での解析評価のみが載ってございます。 

 それで、内容的には先ほどと同様ですが、その３段目に書いてありますような

放射性物質の放出を伴う事故は安全評価書と環境影響評価書いずれにも記載され

ているということでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○平野主査 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対して質問及びご意見がございましたらどうぞお願いします。 

 それでは、次の４－４－１と４－４－２も非常に関連した資料ですので、そち

らも説明していただいて、またご質問を受けたいと思います。 

 事務局の方、説明をお願いします。 

○佐々木技術参与 それでは、説明させていただきます。 

 資料としては、第４－４－１号と４－４－２号とありますが、まず４－４－１

号の方から説明させていただきます。 

 説明は本文１ページ目にあるのですが、ちょっとその前に簡単に後ろに７ペー

ジほど縮小横書きのＮＵＲＥＧ－１５５５と０８００の今関係するシビアアクシ

デントのところを抜き並べたものを簡単に説明させていただきます。 

 ２ページ目といいますか、次の裏のページですが、この表で一番左側が環境影

響報告のＮＵＲＥＧ－１５５５の第７章の７．２項、シビアアクシデント、過酷

事項についての要求事項、それからそのすぐ右隣が７．３で、その過酷事項の影

響緩和代替策についてのもの、それからその右二つがＮＵＲＥＧ－０８００で、

１９．０章というのがＰＲＡ及びその過酷事項についてのもの、それから１９．

１は、これはＰＲＡの技術的な妥当性評価の話なので、並べてありますが、実態

としては左側三つでよろしいと。 

 それから、一番右側に比較という欄がありますが、これは形式的な比較をして

いるだけなので、ちょっとこれは割愛させていただきます。 

 この三つというか、四つのドキュメントは基本的な構成は一緒なものですから、

横並びで示すような形にしています。 

 右下に横にして右下にページが打ってありますが、２ページ目、ここのところ

に審査のインターフェースというものがありますが、ここのところでいわゆる７．

３ですね。ＮＵＲＥＧ－１５５５、７．３、ここのところではいわゆるＳＲＰの

１９、つまりＰＲＡ、これについてのインターフェースがここで要求されており

ます。 

 それから、ページをどんどんいきまして、右下５ページ目、この左、ここにⅢ．

審査手順というところがありますが、この一番左のＮＵＲＥＧ－１５５５の７．

２のところでは、この審査手順の中にＳＲＰの１９．０章、１９．１章、こうい
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うところに規定されているガイダンスセット、こういうものを用いることを要求

しております。 

 あとはちょっとあれなのは、次の６ページ目の一番下のところのＮＵＲＥＧ－

０８００の１９．０章のところ、ここのところにＡｐｐｅｎｄｉｘＡというのが

あります。 

 ちょっと次のページにもいっていただいて、次のページは１９．０章のところ

の記載だけを取り出しておりますが、このＡｐｐｅｎｄｉｘＡというのは、ＳＥ

Ｒへの審査官にこういうことを書きなさいよという内容とかフォーマットを規定

している、だから項目だけしか書いてないところなのですが、そこのところにい

ろいろ１９．１．４．３．１、レベル３ＰＲＡのところでは、何か線量評価モデ

ルが云々とか、そういうものを書きなさいとか、その下に過酷事項の環境条件を

書きなさいとか、１９．２．６の辺りでは、潜在的設計改良の考慮だとか、設計

改良候補のコスト影響だとか、コストベネフィット比較をしなさいとか、表現し

なさいという要求が書いてある。ただ、中身的なものは全く書いてありません。 

 コストの話が出てくるのは、環境評価という話では当然ＮＵＲＥＧ－１５５５

の話なので、ちょっと一番前の１ページ目にもどらせていただきまして、ＥＳＰ

Ｒでの取扱いが１番目にやはりちょっと示してありますが、これは国家環境政策

法に基づいて１０ＣＦＲ５１、こういうものから環境報告書、ＥＲを要求してい

ますよと。 

 このＥＳＰＲの第７章７．２項では、過酷事項に対してＰＲＡ手法に基づいて

環境影響評価をやりなさいと、個人とか人口全体に対する可能な放射線被ばく、

被ばくがもたらす可能性がある短期、長期の健康効果に不利なリスクを評価する

だとか、環境に対する事故による汚染の経済的、社会的、この経済的というのは

コスト影響とか、そういうものを要求してます。 

 その７．３項では、続いてＳＡＭＡと書いてありますのは、Ｓｅｖｅｒｅ Ａ

ｃｃｉｄｅｎｔ Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｓ、代替策で

すね。こういうものを入れて、それでスクリーニングとコストベネフィット評価

で代替策の選定を要求しているものがあります。 

 ２番目のＳＲＰの方ですが、ここでは基本的に本文ではそういうようなことは

一切書いてなくて、ただし先ほど申し上げましたＡｐｐｅｎｄｉｘＡのところを
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よくよく見ると、ここにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと書いてありますが、過酷事項の環境条

件について書けとか、コストベネフィットの話とか、そういうものが挙げられて

いると。 

 こういう面だけ見ていると、なかなかどこまで違っていて、両者同じものを要

求しているのかどうかとかというのは、なかなか分かりにくいわけです。 

 それで、３番目でＥＳＲＰとＳＲＰの記載を確認するために、ちょっと事例を

用意して、結局確認してみたら、両者の中での報告には粗密があるけれども、実

際内容には差がなかったということです。つまり実例、次の４－４－２号の方で

ご紹介しますが、安全解析書、ＳＡＲの方では環境報告書のＥＲを引用し、かつ

概略をそこで述べているというような形になっております。 

 それでは、続いて４－４－２号の方を説明させていただきます。 

 この資料ですが、環境報告書、ＤＥＳＩＧＮ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮに

おける環境報告ということになってまして、これは真ん中にありますように、Ｕ

Ｓ－ＡＰＷＲの例でございます。 

 それで、２ページ目、次のページには報告書の目次とＴａｂｌｅのリストを示

しておりますが、３ページ目、次の裏のページにいきまして、この報告書という

のはＵＳ－ＡＰＷＲのＳＡＭＤＡ、ここのところがありまして、前のＮＵＲＥＧ

－１５５５ではＳＡＭＡと言っているのですが、ここではＤｅｓｉｇｎという具

体的なものが入ってくるので、Ｄが入ったのだろうと思います。ＳＡＭＡがＳＡ

ＭＤＡになっております。 

 このＳＡＭＤＡを含めて環境報告書を提出する根拠を大きく言ってＮＥＰＡの

やつと１０ＣＦＲの５１、５５辺りから出てくるような要求、そういうものを言

っております。 

 ちょっと時間の関係もありますので、５ページ目といいますか、更に次のペー

ジの上のページにいきまして、実際にこのＥＲを作っていく上でいろいろな規制

要求があるわけですが、そういうものとしてはＮＵＲＥＧ／ＢＲ－０１８４だと

か５８だとか、ＮＥＩ０５－０１だとか、こういうものが示されております。 

 具体的にコスト評価のところなのですが、次の下の段のコスト評価方法を４ペ

ージに渡って示しておりますが、これはＮＥＩ０５－０１に基づいた分類で、そ

こに式が与えられているわけですが、その式のとおりにやっていますよというこ
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とが書いてありまして、いわゆる将来的に発生する費用みたいなものは、現在に

割りもどすというようなものを行っております。この６ページ目で言うと評価式

のＣという項目がその割りもどしの項になります。 

 この中に具体的な数字が書いてあります。 

 例えば、現実的な割引率（７％）とか書いてあるのは、これはＮＥＩで示され

ているもので、この評価に使われている数字は同様にこの４ページの中に示して

おります。 

 １０ページ目にちょっと飛ばしていただきまして、このＳＡＭＤＡの候補、Ｕ

Ｓ－ＡＰＷＲ１５６件挙げましたと、これは基本的にはＮＥＩにＰＷＲとしての

候補が示されておりまして、それプラスＵＳ－ＡＰＷＲ特有なもの、炉心損傷と

か放射線被ばくにかかわるものとして代替案として３件ほどリストアップしてい

ます。 

 １１ページにいきまして、それを代替案をスクリーニングして、最終的にコス

トベネフィット評価をしていくわけですが、まず１１ページ目にちょっと書いて

あります１５６件、これを適用可能なものだとか、適用を実際は済んでいるもの

だとか、代替案として使えないとか、いろいろこれも分類の仕方もＮＥＩに書い

てありますが、こういうものはフェーズ１のスクリーニングで絞り込んでいく時

には定性的な、これはＵＳ－ＡＰＷＲの特性に基づいて絞り込んでいくと。 

 その中で、これまでのスクリーニング基準では、スクリーニング出来ないもの

というのが１０件残りました。これをフェーズ２のスクリーニングで、これで定

量的にしっかりスクリーニングしていくということです。 

 先ほどの１２ページ、これは先ほどＮＥＩの分類によって分類されたいろいろ

コスト評価の結果を示しております。上のハッチがかかったところが起因事象と

いうか、内部事象、内部の火災、それから溢水、それからＬＰＳＤ、それから縦

側が先ほどのコスト評価の上での分類、こういうものをしてその内訳を示してお

ります。 

 一番右端に結果として＄２８９．３ｋというような、これは利益でしょうか、

そういうものを回避リスクの価値として示しております。 

 １３ページにいきまして、ここには先ほど最終的なスクリーニング候補として

挙がった１０件、これについてＵＳ－ＡＰＷＲについて、こういう代替案を導入
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すると幾ら金がかかるかというのが左側から三つ目のコストインパクトです。 

 この中で一番下、１０番目の格納容器のスプレーシステムの冗長性に絡むもの

で、これが一番安くて＄８７０ｋだということです。 

 そうすると、＄８７０ｋかかるものに対してベネフィットは＄２８９ｋだから、

これは話になりませんねというのが結論です。 

 あとこの表の右側に割引率を３％、５％の時にどのぐらい感度があるかという

ようなことも要求がありますので、示しているということです。 

 最後の１４ページ目が結論的なものを示して、今口で言っていまいましたが、

回避可能な最大利益が＄２８９ｋ、それに対してさまざまな候補で一番安いもの

でも＄８７０ｋということで、回避される費用の最大値よりこの潜在的な開発が

非常に高額になるから、コストベネフィットの観点から、追加的な設計代替策は

見あたりませんという結論になっているということです。これがですからＳＲＰ

とＥＳＰＲ両方に示されているということであります。 

 これはＣＤなので、必ずしも最終的な結論ではないかと思いますが、以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 それでは、今の４－４の資料に対する質問、ご意見、それから先ほどの４－３

も含めて結構でございますので、お願いします。 

 一つだけ質問というか、ＥＲとＳＥＲと報告書が二つあって、重複することが

書いてあるということなのですけれども、法律というか、規則に従って二つ出て

いるのだと思うのですけれども、要するに受け取ってレビューする人というのは

要するに違うのでしょうか、同じなのでしょうかと。違う場合は、当然妥当性の

評価の見解が異なることがあると思うのですけれども、そういうことはないので

しょうかと。 

○佐々木技術参与 違う場合もあり得るのではないのかなというような気がしま

す。 

 例えば、今お配りしている資料の２ページ、表紙のすぐ後ろ側の表の１ページ

目と言ったらいいですか。 

 ごめんなさい。資料４－４－１の１枚目の裏のページ、表の７分の１というと

ころの一番左側を見ていただきたいのですが、これはＮＵＲＥＧ－１５５５の７．

２、過酷事項の議論をしているところですが、このところのまとめをちょっと四



－13－ 13

角囲いをしてあるのですが、その下にⅠ．審査の範囲というのが書いてあるので

すが、その一番最後の段落にＳＡＲ第１９．０章とかＳＥＲの１９．０章とＤｅ

ｓｉｇｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ第２項の審査官同士の調整という

ような言葉が書いてありまして、つまり一般論としては別々の可能性があって、

だからそういう意味で両方が整合しているということを確認するために、ちょっ

とそこのところでコンタクトをとって調整してみなさいよというような要求があ

るのではないかと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他に。 

 本間委員。 

○本間委員 私も現在審査中のちょっとどこのサイトか、名前は忘れたのですが、

それのスタッフレビューの最近のやつを見たのですけれども、今ご説明のあった

ように、両方重複している部分があって、例えばシビアアクシデントの評価なん

かも先ほど手法についてＳＲＰにある。これはあくまでもガイダンスを書いてい

ますけれども、ＳＥＲにはレベル３ＰＳＡの評価まで書いてある。環境評価書の

方も、結果まで書いてありまして、レベル３ＰＳＡであれば、シビアアクシデン

トの評価結果まで書いてあって、それからそれを比べる判断基準としては、安全

目標と比べ、それからＮＵＲＥＧ－１１５０のその評価結果との比較までしてあ

ると。 

 イントロでしたか、エグゼクティブサマリーのところでしたか、その観点とし

てＥＩＳの方は環境の観点を見ると、それで安全評価書の方は安全と緊急時の観

点を見るというふうに書いてありまして、だから観点が違うのだと、ですので環

境影響の方は個々の項目の結論を見ると、その書き方としては環境に対する影響

はほとんどないとか、少ないとか、そういうまとめ方をしていると。 

 特に緊急時関連を見ると、圧倒的にＳＥＲの方に、要するに施設側にかかわる

部分ということで書かれている。立地で問題にしているような先ほどの設計基準

のＬＯＣＡの評価結果は両方に載っているのですけれども、それをどう分けてい

るかというところまではちょっと見なかったのですが、そういう違いがあるとい

うふうに思いました。 

 以上です。 
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○平野主査 ありがとうございます。 

 アメリカの方は、回避可能な最大利益ということで、この４－４－２の資料で

すと、６ページですか、６ページのところにありますように、例えば＄２，００

０／人・ｒｅｍというような、そういう換算をするというある意味で大胆という

か、我が国にこういうのがなじむのかどうかというのがあるかと思うのですが。 

 どうぞ。 

○早田安全委員 今のことと同じなのですけれども、こういう費用に換算すると

いうのは前からやられていると思うのですが、結論の扱いなのですけれども、ア

メリカがこれだけ文字を読むと、初期費用に比べて得られる利益が少ないから、

やらないという、やらないのをジャスティファイするための理屈になっているの

ですか。 

○佐々木技術参与 お答えします。 

 これは今ＵＳ－ＡＰＷＲを例に示させていただきましたけれども、それ以外に

ＵＳ－ＥＰＲの評価書なんかもちょっと簡単に読ませてもらったのですが、それ

を見ると結局は言い訳、これは私の本当に印象でしかなくて、適切かどうか分か

らないですが、何となくそれ以上金かけて一生懸命何かやるほどのこともないよ

という言い訳にしかなってないのかなという、間違っているかもしれませんけれ

ども、そんな気がしました。 

○早田安全委員 多分、言い方は悪いですけれども、申請者側はその言い訳とい

うのはあるかもしれないけれども、受け取った側がその言い訳を認める立場で判

断するのか、そうは言ってもリスクを減らす方に行きなさいという判断をするの

かあると思うのですけれども、それはどういうふうに使われることになっていま

すか。 

○佐々木技術参与 基本的には、リスクを減らす方向で行きなさいよということ

が要求されているのだと思うのですが、ただ過大な要求はアメリカ、そういう意

味ではコストベネフィット評価で過大な要求はしないことになっていると思うの

ですよね。ですから、そういう意味で事業者だって申請する時に、いろいろまだ

やらなくてはいけないものをつぶさずに残して申請しているとも思えないところ

もありますので、何か勝手な解釈で、これはこういうところでお話しして良いの

か分からないですけれども、個人的な印象としてはそういうものをきっちりやっ
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ていますねという確認、これ以上のことはやる必要ないですねという言葉として

言い訳と言っては間違っているのかもしれませんけれども、そういうことを確認

してもらうためだというふうに、それを審査官側がどう受け取るかというのは、

ちょっとそこまでは私は今何ともお答え出来ませんので、ちょっとそれは。 

○早田安全委員 あと１点だけ、９ページのＳＡＭＤＡと同じアクションが無数

にあるのですけれども、決してすばらしく数字が良いわけではないという感想、

印象を持っていて、努力出来るのだったらしても良いのではないかという考えも

あるのではないかと思いました。 

 感想だけです。 

○平野主査 ９ページの数値の問題もあるのですけれども、一般的に今までアメ

リカでは、例えば新知見が出た時には、その新知見によるインパクトをリスク評

価をして、ある一定よりも大きい時には必ず新知見で対応しなさい。ある一定よ

りも小さい時には対応しなくて良いと。その間については、コストベネフィット

でやるという、そういう考え方だとずっと思うのですよね。だから、この最後の

結論のところ、こういうことで大分差があるから代替策が見あたらないというこ

となのだけれども、この回避可能な最大利益という方が絶対値としてうんと大き

ければ、どっちも絶対値がうんと大きければ、それはもともとの設計が悪過ぎる

のだよということで、もっといろいろやりなさいという結論になるのだと思うの

ですけれども、全体が小さければこういう評価ではないかと私は思うのですけれ

ども。 

○早田安全委員 もしそういう考えだとすれば、プラントの設計全体について同

じことをやって、コストの割に効果が上がらないものはまた考えるということが

あってもいいのではないか、シビアアクシデントに限らないという気もするので

すけれども、そこは全体統一的に評価されていて、シビアアクシデントもという

ことなのですか。 

○佐々木技術参与 すみません、不勉強でそこまでちょっとお答えしにくいとこ

ろがありまして、ご容赦いただければと思います。 

○平野主査 一般的に言えば、ＰＳＡをきちんとやれば、いわゆるシビアアクシ

デントということだけではなくて、設計基準事象に相当するもののほんのわずか

なリスクというか、あるいは設計基準事象から派生するシビアアクシデントと言
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った方が良いのかもしれませんけれども、そういうものを網羅的にやっています

ので、いわゆるシビアアクシデント対応だけではなくて、システム全体の安全に

ついてリスク評価をして、こういうのを出しているのだと思いますけれども。 

○佐々木技術参与 それでは、ちょっと付け加えさせて、お答えになっているか

どうか分かりませんけれども、こういう評価の中で、ＰＲＡのところだけではな

くて、緩和策を議論するところでもどうもやはりシステム、系統として重要性が

シビアアクシデントに限らないと思うのですが、事故のリスク、そういうものが

割合高くない、そういうところで、例えばその系統の一つの機器、ポンプとか何

かが非常に故障率が高くても、全体として見るとリスクは低いでしょうというよ

うなところで、そういうものは外していくとか、フェーズ１でのこのさまざまな

フェーズ１のところでも定性的な評価をしているというところも、そういうとこ

ろにあるかとは思うのですけれども、最終的にはＰＲＡをベースにどこがシステ

ムとして弱いのかというのは、ちゃんと睨んでおいた上で、最終的に環境影響評

価という形で、大丈夫か、代替策はないのかというようなことを確認していって

いるのではないかと思いますが。 

○平野主査 どうぞ、本間委員。 

○本間委員 この結果自身は、ＷＡＳＨ－１４００の時から経済損失のコストの

算定をしていて、その結果は過酷事故でもオフサイトコストよりもオンサイトコ

ストの方が大きいということが定性的に言われていたので、驚かないのですが、

ちょっと１点だけコメントしますと、多分６ページの敷地外、オフサイトコスト

の計算で、ここは何がメインかといえば、２，０００ドルというよりも、その上

のＰＲＡによる敷地外被ばくというのがこれは０．２７人・ｒｅｍ／年になって

いるのですけれども、これはちょっと見には過酷事故でこんな小さいのと見えて

しまうのですが、多分これは確率が入っているのですよね。だから、これは期待

値を出していると、それがちょっとここには見えなくて、後ろの方のコストの時

にはＣＤＦを掛けてますけれども、これも期待値であると。ですから、１０－６

とか１０－７のさっき早田委員がおっしゃいましたけれども、マイナス６乗とか

７乗レベルの話をしますと、その確率で期待値が非常に小さいので、オフサイト

コストも小さいだろうと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 
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 他によろしいでしょうか。 

○与能本安全調査管理官 事務局としての要請ですけれども、今後集団線量であ

るとか、立地審査指針に係る非常に特徴的なところ、こういったところを議論し

ていただきたいのですけれども、今まさに本間先生が指摘されたところ、ここも

期待値ではありますけれども、集団線量なわけですね。ですから、これは一つの

やり方で、先ほど平野主査も言われましたように、こういう換算が日本でなし得

るのかどうか、そういったことは当然ありますが、今後の方向とか、そういった

考え方とか、長期的なことを考える場合に、こういったやり方も参考になるのか

どうかとか、そういったところも今日でなくても良いですけれども、今後議論し

ていただきたいなと思っております。 

○久木田安全委員 すみません。ちょっと確認だけですけれども、資料の修正後

の番号が４－３、１ページの真ん中のカラムで、安全評価の下のＮＵＲＥＧ－８

０００となっていますけれども、これはＮＵＲＥＧ－０８００ですね。 

 それで、６ページ目の左側のところで、設計基準事故と書いてあるもの、この

中身としては我々といいますか、我が国では現在のところ立地評価で想定してい

るような中身ということになりますけれども、ＡＢＷＲについて、年代が書いて

ありますが、参照すべきレポート、年代が書いてありますけれども、これは多分

ＡＢＷＲの設計承認の時点でのその典拠が書いてあるのではないでしょうか。例

えば、ＴＩＤ－１４８４４を使うということになっていますけれども、それに対

してその下のＴａｂｌｅ５－８では、ＴＥＤＥが使われているので、ＴＥＤＥと

いうのはＮＵＲＥＧ－１４６５を更新ソースタームと組み合わせて使うものだっ

たと思いますが、ということで上と下とがちょっと整合していないように思いま

すけれども、どうでしょう。 

○高坂技術参与 前回の資料をご説明しましたけれども、今、先生おっしゃった

とおり、ＤＣの時期が随分ずれておりまして、ＡＰＲの時期には、まだこのレギ

ュラトリーガイドの１．１８３の代替ソースタームの話がなかったものですから、

その当時の最新の知見で評価されているということで、その時の設計承認を受け

た時の事故の評価等が何かそのまま引き継いでますので、ＡＢＷＲについてはこ

ういう従来方式のもの、それからＡＰ１０００については、その後に審査された

ということで、代替オルタナティブのソースタームを使われているということだ
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と思います。 

○久木田安全委員 このページのＴａｂｌｅ５－８ではＴＥＤＥの線量が示され

ていますけれども、この計算は更新ソースタームを使った値ではないのですか。 

 では、ご確認ください。 

○高坂技術参与 分かりました。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 それは確認していただくことにして、他よろしいでしょうか。 

 先ほど与能本さんの方からありましたように、長期的な方向としてはこういう

ことも考える必要があるかと、シビアアクシデントをいろいろ規制の中に入れる

か、あるいはもう少し緩い形で考えていくかにしろ、どこまでをシビアアクシデ

ントを考えるのですかと、どこかでマスト切りをするというような形にどうして

もなるわけですから、何らかの判断基準が割と分かりやすい判断基準が必要かど

うかということで、こういうことも非常に参考になると思いますので、長期的な

方向としては議論の参考にしたいと思います。 

 それでは、次の議題にいきたいと思います。 

 次の議題は４－５の資料ですが、生物への影響について、これも事務局からご

説明をお願いします。 

○舘盛技術参与 それでは、今まで説明がありましたＥＳＲＰの中に公衆以外の

生物に対する放射線影響という、今まで我が国の指針にはない項目がありました

ので、それについて調べてみましたので、ご報告します。 

 このＥＳＲＰ、すなわちＮＵＲＥＧ－１５５５の第５．４章は定常運転時にお

ける放射線影響という章でありますが、その５の４の４章に公衆以外の生物に対

する放射線影響という章があります。 

 そこに述べられている主なことだけを申しますと、まず米国には人間以外の生

物に対する吸収線量のガイドラインはない、実はＤＯＥは一応そういう線量を決

めてはいるのですが、ＮＲＣについてはそういうものはないわけです。それで、

４０ＣＦＲ１９０ですが、タイトル４０には、環境保護庁関係の様々な規制法が

載っておりまして、その中のＰａｒｔ １９０というところに公衆の線量限度と

して全身で０．２５ｍＳＶ／年という値が定められております。その値をヒト以

外の生物にも適用しますとあります。その後にもいろいろ記載されておりますが、
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簡単に言いますと、そういう生物の影響というものを見る時に、人間の場合は個

人というレベルで判断されますが、生物の場合は多分個体群という階層について、

その群をどのように維持するかという観点が適切だろうと、これはＮＣＲＰの１

９９１年報告で言っているのですが、そういったことが述べられています。 

 それから、これまでに発表された種々の国際報告を見ると、人間以上に放射線

感受性の大きな生物というものは発見されていないということが述べられていま

す。それから、ＮＲＣが米国の発電炉において人間以外の生物に対するそういう

放射線影響を調べた結果では、その全てにおいて、公衆への線量限度１ｍＳＶ／

年という値を越える値を示すものはなかったと述べています。 

 そういったことをいろいろ考察して、ＩＡＥＡレポート、あるいはＩＣＲＰ勧

告等が、人間以上に厳しい、すなわち放射線感受性が大きい生物はいないであろ

うとし、具体的に１ｍＧｙ／日という吸収線量率、これは動物対象なのですが、

植物等ではこれが１０ｍＧｙ／日となりますが、このめやす吸収線量率値を提案

しましたが、より厳しいものは必要ないであろうということが書いてあります。 

 これはＥＳＲＰを作成する際の標準の考え方なのですが、更に具体的に書いて

いるのがレギュラトリーガイドでありますが、そのディビジョン４というのがそ

ういう環境関係、Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｔａｌ ａｎｄ Ｓｉｔｉｎｇでありまし

て、その中の４．２のＲｅｖ．２のところでは、発電炉用環境レポートの作成と

いう項目があります。ここには、ＮＲＣのスタッフが、申請者から出てくる環境

レポートに対してこういったことに注意して判断をしなさいということが記載さ

れております。まず１番目に、重要な地域植物及び地域並びに移動性動物中の放

射性核種の最高濃度が全て記載されていること。これは例えば、あるサイトに発

電炉を建設するという案件では、そのサイト周辺において環境保護の観点から重

要と思われる生物を抽出して、そういったデータを示しなさいということです。 

 それから、２番目がそれを基にして内部被ばく線量率を求めなさい。そして、

評価の際にそれぞれの生物の濃縮係数を使いますから、その値も全て提示しなさ

いと。それから、最後にありますが、最大の外部被ばく線量、内部被ばくではな

くて外部被ばくについても、評価がされていなければならない、というのがレギ

ュラトリーガイドが要求している事柄であります。 

 以上が、ＥＳＲＰ関する具体的な内容でありますが、そのバックグラウンドと
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しての知見を、参考資料として、以下に添付してあります。 

次のページの背景と経過説明のところに書いておりますのは、世界におけるい

ろいろな動き、例えばキーワード的に言いますと、地球環境の保護とか、あるい

は生物多様性の保全の動きというものがありまして、そういった考え方が非常に

重視されてきた中で、放射線防護の目的の中に従来の公衆の防護だけではなくて、

環境の防護というものが入ってきているわけであります。 

 例えばＩＡＥＡの基本安全原則の中でも環境の防護ということが明確に書いて

ありますし、その他ここに述べておりますいろいろな国の安全規則の中にも書い

てあるということであります。そして、その結果といたしまして、環境の構成員

の一つであります生物をどのように防護するか、という議論を通して、これまで

ＩＣＲＰ、それからＩＡＥＡ等から一つの目安的な線量が提案されております。

それが下にあります表でありますが、ここでは目立つのは１ｍＧｙ／日と１０ｍ

Ｇｙ／日という値、これらは非常に大まかな値ですが、こういった値が示されて

いるわけであります。参考までに、もし人間、公衆の制限線量の１ｍＳｖ／年と

いう線量を、ｍＧｙ／日という単位と比較しようとしますと、ｍＳｖは人間の実

効線量等量なのですが、それは０．００２７ｍＳｖ／日になります。そして、上

の値はあくまで生物の吸収線量ですので、ｍＧｙ／日ですけれども、厳密さを離

れて比較しますと、ヒト以外の生物に関しては、オーダー的に非常に大きな線量

で制限を付けて、それ以下では特に放射線影響がないと考えても良い、というこ

とが言われているということであります。 

 それから、次の２ページでは、上の図は、ほ乳類も含む各種生物の放射線に対

する感度を比較するために、横軸に急性死亡の線量としてＧｙをとったものであ

ります。ですから、このほ乳類の中で人間というのは２から５Ｇｙという値が５

０％致死率とされていますから、こういった図を見ますと、人間が最も感受性が

高い生物であるということが分かります。 

 それから、その下の図でありますが、人間の場合は個人に対して急性、あるい

は晩発性ガンというエンドポイントでもっていろいろ防護の体系が出来ています

けれども、それでは生物といった時に一体どの階層を見るのだという意味で、ま

だ議論がありますが、多分個体ではなくてポピュレーション、一つの群として見

るのではないか、その場合、エンドポイントは何だという課題があります。 
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 それから、具体的に線量を求める時には、例えば放射線加重係数とか組織加重

係数、それからＲＢＥ等の値が必要ですが、こういった値もまだまだ求まってな

いという意味で、まだ分からないことが多いということを示したのがこの図であ

ります。 

 それから、次の３ページですが、米国のＳｏｕｔｈｅｒｎという原子力発電会

社はＶｏｇｔｌｅというところで、現在ＰＷＲを２基運転中ですが、そこに更に

ＡＰ１０００を２基新設するという案を現在ＮＲＣに申請中ですが、そこに提出

されたＦｉｎａｌ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｉｍｐａｃｔ Ｓｔａｔｅｍ

ｅｎｔという文書の中で、具体的にいろいろなことが書いてありますので、それ

を参考までに載せております。要点のみお話しますと、３ページ下の表をちょっ

と見ていただきますと、具体的にその地域はサバンナリバーの近くにあるのです

が、その地域において重要な生物としてここに挙げているようなものが挙げられ

ておりまして、それぞれの被ばく線量を評価しています。 

 それで、Ｔａｂｌｅ １において、求めた生物組織全線量を、右端欄の公衆の

吸収線量の限度として環境保護庁が推奨しています０．２５ｍＳｖ／年の値とを

比較しますと、明らかに生物の吸収線量は大変小さいことが解ります。 

 そして、ここでちょっと修正していただきたいのですが、魚のところで、生物

組織全線量１．６×１０－２となっているのはタイプミスでありまして、１．６

ｘ１０－３が正しい値であります。 

 そして、この報告では、同じような評価をヒトに対してもやっておりますが、

その値は１．１５×１０－２ｍＳｖ／年になっています。ですから、これとヒト

以外の生物の値とを比較しますと、それほど違わないという感じが致します。 

 それから、次のページのＴａｂｌｅ ２は、先ほど申しましたＩＡＥＡとかＮ

ＣＲＰが出しています生物の線量ガイドラインとしての１ｍＧｙ／日または１０

ｍＧｙ／日というものと比較してみた時にどうなるかということで、前ページに

あった生物の線量値を今度はｍＧｙ／日の単位に換算したものです。すると、こ

こに示してあるように非常に小さな値になります。ここでも、魚について４．４

×１０－３になっているのは間違いで、４．４ｘ１０－６が正しい値です。 

 最後に、こういった結果を考察しまして、そこの結論のところでは、これはＮ

ＲＣの結論であるわけですが、生物への放射線影響は小さいと思われると、その
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結果ミティゲーションの必要はないということが書いてあります。 

 その後の５ページと６ページ、７ページには、最近のＩＣＲＰ勧告、Ｐｕｂｌ

ｉｃａｔｉｏｎ １０３でありますが、その中の８章にＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ 

ｏｆ ｔｈｅ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔというのがありますので、ＩＣＲＰの考

え方の概要が見えるだろうと考え、そこの全文を掲げておきました。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 何かご意見、ご質問ございましたらどうぞ。 

 本間委員、どうぞ。 

○本間委員 一つだけ、私もこれを見てさっき忘れていたのですが、今審査中の

このＶｏｇｔｌｅ、これを見てやっているのだなということが分かったのですが、

ＤＯＥは知っていたのですけれども、最初の資料のところに４０ＣＦＲの１９０

の公衆の線量限度０．２５ｍＳｖというのは、ちょっとこれは下の方の中段でア

メリカの１０ＣＦＲ２０に公衆の線量限度１ｍＳｖというのがありますので、こ

れは多分環境放出に対するという、これは線量限度と言っているかどうか、ちょ

っと忘れましたけれども、これでは公衆の線量限度が何で二つあるのということ

になってしまうので、多分これは４０ＣＦＲの方は環境放出にかかわるものの線

量限度というか、だと思うので、ちょっと違いを明確にしておいた方が良いと思

います。 

○舘盛技術参与 実はＮＲＣの資料を見ておりますと、三つの数値が出ていまし

て、三つの階層があると書いてあるのですね。それで、一番上が１ｍＳｖ／年で、

その次がこの０．２５ｍＳｖ／年、それで最後にＡＬＡＲＡの値、すなわち気体

に対しては５０μＳｖ／年ですか、それから液体からの放出、廃液からの影響と

しては３０μＳｖ／年という数値があると、そしてこういったものを一応ＮＲＣ

としては整理しているというような言い方がされています。もう一つは環境保護

庁がこの０．２５ｍＳｖ／年の数値を出してきた時に、各電力界が非常に反発を

して、それを引っ込めよとの声が大きかったのですが、環境保護庁は強引に決め

たという状況も書いてあるのですね。 

 ですから、実際これは比較する時に、確かに気体の廃棄物と液体の廃棄物、そ

の他の線源から等、それぞれの寄与を求めまして、その結果として全身について
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０．２５ｍＳｖ／年というので比較するわけですが、その他に例えば甲状腺の場

合は０．７５ｍＳｖ／年、それから甲状腺以外のその他の臓器に対しては０．２

５ｍＳｖ／年という三つの値も出ていますので、ここは多分ＮＲＣと環境保護庁

がある程度は妥協しながらといいますか、最近は特にＡＬＡＲＡの観点からは特

に問題はないというような言い方もしていますので、私は、はっきりしない部分

は確かにあるのですけれども、現在はそういう形で運用されているなという具合

に理解しました。 

○本間委員 多分、ＩＣＲＰの言い方をするならば、１０ＣＦＲ２０の公衆の線

量限度というのは、いわゆる個人関連の量で、あらゆる線源からのものに対する

線量限度であって、この４０ＣＦＲの方はＥＰＡの方は環境放出にかかわるもの

で、これは線源、ソースリレイティッドな概念で、ですからその違いがあるのだ

というふうに思います。今おっしゃったように、更に日本の線量目標値指針に近

いような５０μというソースリレイティッドのＡＬＡＲＡのものはあるわけです。

だからこの０．２５というのはそういう概念ではないかというふうに思います。 

○舘盛技術参与 そういう理解も可能かも知れません。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 よろしければ次の議題に移りたいと思います。 

 次は４－６の資料ですが、本日の主要な議題の一つで、以前検討課題と意義に

ついて第２回、第３回と議論をいたしましたけれども、その資料から更に１２月

までに本小委員会で重点的に検討すべき項目というのを絞って、事務局に提案し

ていただきました。事務局の方からご説明願います。 

○与能本安全調査管理官 それでは、４－６号を用いまして立地指針等検討小委

員会での重点課題の案ということで説明させていただきます。 

 これの資料の経緯は今、主査が説明されたとおりでございます。 

 初めの２ページ目と３ページ目のところで、重点課題の抽出の方針、抽出した

わけですけれども、その方針について簡単にまとめております。 

 まず、２ページ目のところの一番上のところですけれども、まず立小委第３－

６号のところから検討項目を持ってくるということで、３－６号の重点化という

ことで、３－６号では基本的考え方に対する最新知見の反映と「現行離隔要求」
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に対する最新知見の反映、更に他の原子力施設についての検討ということがあり

ますので、そこから持ってくるようにしました。 

 また、同時にこれ以外につきましても、現在今日も環境影響評価の話等を議論

していただいておりますけれども、そういったことについても考慮したいと思っ

ております。 

 更に、当然でありますが、これまでの３回の立地小委でのこれまでの議論を考

慮するということです。 

 ３ページ目にいきまして、もう一つの方針は報告書のとりまとめのイメージを

仮定すると。どのような報告書を作成するかという目次まではいかないですけれ

ども、その内容のイメージをして作ってみました。 

 それから、その下としましては、やはり規制の実行可能性と効果についての考

慮、この辺りについて十分検討する必要があるのかと思っております。 

 こういった方針で検討いたしましても、いきなりここでの事務局の提案として

の結論でありますが、４ページ目に重点課題の案ということをまとめております。 

 それで、まず基本的考え方に対する最新知見の反映に関しましては、やはりシ

ビアアクシデントの考慮、こういったものについての検討を重点的にやっていた

だくのがこれまでの議論を踏まえてもそうなるのではないかと思います。 

 これはあくまでもシビアアクシデントに対することをどういう議論をするにい

たしましても、これは立地審査指針の改訂の前提条件というか、そういったもの

でありますので、立地審査指針そのものの改訂としては、恐らくこの（２）、

（３）の原則的立地条件、基本的目標、この辺りのところのこれまでの議論でも、

基本的にこれらの内容は今後も継続して記載すべきだろうと、ただ説明性の向上

が求められていると、そういうご意見がありましたので、（２）と（３）という

ことで課題として置いております。 

 その下のところで、「現行離隔要求」に対する最新知見の反映という観点から

は、やはりソースタームの検討、前回も詳細に検討していただいておりますが、

ここが中心になるだろうと。 

 同時に、こういったソースタームの検討をするにあたっては、シビアアクシデ

ントのシナリオそのものを考えていく必要がありますから、こういった検討をす

ることにより、立地評価事故の今の仮想事故の位置付けとか、そういったものも
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当然明確になってくるのではないかと思います。 

 それから、５番目のところでありますが、これはめやす線量に関するところで、

これは以前から何度も申しておりますが、放射線防護専門部会の方のワーキング

グループと連携して検討を進めるわけでありますが、特にこちらの小委員会から

は、事故の発生頻度等についてある程度のめやすとなるようなものをまとめてい

ただきたいと思います。 

 とりあえず本日は（１）から（５）まででまとめておりまして、これ以外の重

点課題以外の課題に関しましては、少なくとも長期的な方向性を検討するという

ことは必要があるかと思います。この（１）から（５）以外のところであります

が、「その他の原子力施設」や「環境影響評価」等に関する課題は今後検討した

いと思っております。 

 続きまして、５ページ目にまいりまして、以降は今挙げました５項目について

もう少し細かく見た内容を課題というものをまとめております。 

 まず、５ページ目から９ページ目までがシビアアクシデントの考慮に係る検討

項目として５ページ目のところで、主にこれに該当しての３項目の検討が必要で

はないかなと考えております。一つが規制にこれを入れ込むという観点を仮定し

た場合のものでありますけれども、そういった場合にどういった要求をするか、

どういう指針のところでどういう要求をするか、そういったことの検討、それと

二つ目が規制上の位置付け等のこういった要求をするのは、どうしてこういうこ

とを要求するのか、そういうことに関する検討です。 

 この中では、シビアアクシデントに対する公衆の防護、保護を目的とする規制

の実効性、説明性の向上であるとか、技術水準・国際的動向の認識であるとか、

またこれまで確認してきた安全水準との関係や新設炉への要求、既設炉への要求、

そういったものの関係等について検討する必要があるかと思います。 

 それから、三つ目のところは、１．の要求に関連する技術的な補足というもの

が必要ではないかということでまとめています。これはあくまでもシビアアクシ

デントを規制で要求するという、こういうことを仮定した場合の話でありますが、

そういった場合には、現在のところ指針類がほとんど整備されていないという条

件を踏まえますと、基本的な考え方はここでまとめておくべきかと思います。 

 一つはシビアアクシデント解析の特徴の考慮でありますとか、リスク情報の活
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用の考え方、こういったことはまとめた方が良いのではないかと思っております。 

 この（１）の３項目について、それぞれもう少し見たのが６ページ目以降であ

りまして、６ページ目のところでは、規制で要求する場合の案といたしまして、

設計審査指針で格納容器に対する要求をしてはどうかと、これに関しては従来か

らもこのような議論がありましたので、当然こういった検討はするのが良いのか

と思います。 

 もう一つは、アクシデントマネジメントに関連するところで、設計に関する要

求、それから技術的能力に対する要求といったことの検討で、もちろん検討の深

さというのはやはりそれほど深くはならないかとは思いますが、時間的な関係で

ありますが、どういったところに重点を置いた要求をするのか、そういったこと

を議論、まとめるのが良いかと思います。 

 特に一番下のポツのところでありますけれども、やはり重要だと思われるのが

設置許可段階で、方針だけを確認するのか、それともある程度の評価結果を確認

するのか、これは昨日の基準指針専門部会でも話題になっておりましたが、この

辺りについての検討というのも必要かと思います。 

 それから、７ページ目のところはその要求内容について実行可能性と効果等を

考えて、いろいろなレベルの要求の仕方がありますので、そういったことも検討

する必要があるかと思います。例えば、耐震審査指針では残余のリスクを存在を

認めて、それを低減する努力をしてくださいという定性的要求がありますが、そ

ういった形の定性的要求は比較的規制に導入しやすいのではなかろうかと、そう

いうふうなことで、横に矢印を書いておりますが、準備期間や規制としての難易

度を考えますと、やはり定量的な要求をするというのは相当時間がかかる、もし

くは難易度が高いのではないかと思います。このようなふうに書いておりますが、

このようなところを議論していただくというのが重要かと思います。 

 それから、８ページ目のところは、こういったシビアアクシデントについて要

求する理由であるとか、規制上の位置付け等に関する考え方をまとめたような、

そういった検討でありますけれども、まず一つ目のところで規制の実効性、説明

性の向上に関しての基本的な考え方、要求する理由でありますね。そういった検

討が一番先に必要かと思います。 

 それから、これまで確認してきた安全水準との関係、今までも十分安全だとい
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うことを確認して規制判断をしていたわけですから、更にこれに対して新たに規

制をかぶせるというのはどういう意味があるのかと、そういったところの議論も

必要かと思います。その時に参考になるのは、例えば第１回目の時に紹介いたし

ましたけれども、英国のＳＡＰと呼ばれているものですね。あそこには制限と目

標という考え方がありまして、制限の方は法律にも対応するようなところで、最

低限守らなければならないものであって、目標のところは可能な限りそれを満足

するように求めると、こういったところの考え方も参考になるかと思います。 

 それから、その下のところの新設炉への要求、既設炉への要求の関係、この辺

りのまさにバックチェック、バックフィットの関係のところでありますけれども、

こういったところの検討も必要かと思います。 

 続きまして、９ページ目にまいりまして、評価に関連する考え方の明確化とい

うことで、現在シビアアクシデントに関する指針類は整備されていないというこ

とを踏まえると、基本的な考え方というのはある程度まとめるのが良いかと思い

ます。シビアアクシデントの解析の特徴の考慮としては、設計基準事故評価との

違いというのは大きくあるわけでありまして、不確かさの大きさとか、非常にあ

るということの認識の基で、諸外国でも主に最適予測手法を使っております。そ

ういったことも踏まえて、違いがあるということを明確にする必要があるかと思

われます。それから、リスク情報の活用の考え方も同等だと思います。 

 次に、二つ目の重点課題といたしまして、原則的立地条件についての検討課題

のようなものを１０ページ目にまとめております。 

 現行の原則的立地条件は三つあるわけでありますけれども、例えば一つ目の大

きな事故の要因となる事象の発生が考えられないことについては、現在のこれま

での現在の規制におきましても、航空機落下で確率を考慮していることや耐震設

計指針で残余のリスクの低減化を求めていることを踏まえると、やはりもう少し

確率論的な概念を明示するのが良いのではないか。また、災害を拡大する事象が

少ないことという文章がありますが、この辺りももう少し分かりやすく書く必要

があるのではないかと思われます。 

 また、十分な離隔に関しましても、安全防護施設との関連においてとあります

けれども、やはりＡＭなんかも当然含まれるので、管理手法も含まれるというこ

とを明示すべきではないかという、そういった論点があると思います。 
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 それから、三つ目は公衆に対する適正な措置の実施可能性でありますけれども、

これは①と②と比較して特徴的なのは、現在の記載で施設の特徴とか全く書いて

いないわけでありますけれども、当然施設の特徴によって緊急時対応のとりやす

さというのも当然違ってくるわけですから、そういったことも考慮するような書

きぶりにした方が良いのではないかと、そういうのが課題かと思います。 

 それから、次に１１ページにまいりまして、基本的目標のところであります。 

 これは前回も議論していただいたところですけれども、現在このａ、ｂ、ｃの

ような基本的な目標があると、これについて目標としては個人リスクの制限や社

会的リスクの制限を要求していることで、今日的な意味でも適切であろうと、そ

ういったご意見を伺っておりますけれども、やはり一つの課題として目標の中に

手法が入ってしまっていると、重大事故、仮想事故と、そういった決定論的評価

という手法を入れ込んだ形でこういう目標を入れてしまうと、そういうやり方で

良いのかと、最新知見を踏まえると想定事故に基づくだけで十分かという、そう

いう議論も当然あるかと思います。 

 １２ページ目のところで、課題としてまとめておりますけれども、目的と手法

を分離して、目標としては現在の形のようなものを置いておいて、手段、手法を

まとめる場合ならば、やはり深層防御全体のことを踏まえたことを記載するのが

良いのではないかと、そういう議論があると思います。 

 それから、続きまして１３ページ目にまいりまして、ソースタームの検討であ

ります。 

 ソースタームに関連して、大きく分けて二つ検討項目があると思います。一つ

が基本的考え方の検討で、ソースタームの技術的検討をすることによって、立地

評価事故の位置付けということが当然明確になってくるわけでありますから、そ

れを踏まえた上で、現在やっているような決定論的放射線影響評価に基づく離隔

の判断、そういったことの位置付けであるとかについての検討ともう一つはこの

ソースタームは別に仮想事故解析だけに用いているものではなくて、他の可燃性

ガス濃度制御系なんかの問題、評価にも使っておりますので、そういったところ

での基本的な考え方というのをまとめるのも、重要なことかと思われます。 

 技術的検討に関しましては、前回から行っていただいておりますが、ＮＵＲＥ

Ｇ－１４６５やそれ以降の知見についての検討、そういった検討ともう一つは当
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然これは被ばく評価手法についての問題でありますから、ソースタームだけを検

討するではなしに、被ばく評価手法全体を見るという考え方は当然あると思われ

ます。直接線量であるとかスカイシャイン線の評価、そういったものについての

考慮も要るかと思います。 

 それから、方法に関しまして、体系化の議論なんかも踏まえて検討していただ

きたいのは、こういった小委員会のところで、この技術的な詳細まで決めていく

ようなやり方をするのか、もしくは学会等に依頼をするのか、学会に依頼する場

合ならば、これまでの議論で丸投げにはしないと、ある程度規制としての効果を

見た上で具体的に外部に委託する場合は依頼すると、そういう話もありますので、

その提案内容、方法についての議論が必要かと思われます。 

 １４ページ目、１５ページ目、１６ページ目も少し飛ばしまして、１７ページ

目でありますが、これは立地評価事故の発生頻度等のめやすということで、先ほ

ども説明いたしましたが、放射線防御専門部会のワーキンググループとの連携で、

リスク拘束値の考え方を使って良いかどうか、それは向こうのワーキングで主に

考えていただくことだと思いますけれども、その場合に事故の発生頻度、そうい

ったものの検討はこちらでやっていただきたいと思います。仮想事故や重大事故

の発生頻度自体はなかなか検討するのは難しいかもしれないですが、少なくとも

炉心損傷確率に関しては、ある程度のめやす的なものがあります。電力が行って

おります、自主的に整備しております評価結果等も安全委員会も含めて国に報告

されておりますので、大体の相場観というのもありますので、そういったところ

の発生頻度に関するめやす的なものについては議論していただければと思います。 

 １８ページ目のところが初めに申しました報告書案のイメージというものを右

側に示しているものであります。 

 立地指針の改訂、特に原則的立地条件、基本的目標に関するところの改訂内容、

それからそういった改訂案を出せない項目については、長期的方向性について何

がしかの形でまとめていただきたい。 

 それから、ソースタームとか被ばく評価手法についての学協会に委託する場合、

どう検討していくかという話、それとまだこれからもう少し検討する必要があり

ますけれども、他の原子力施設に対する考慮、それとシビアアクシデント、アク

シデントマネジメントに関する規制についての提言、こういう形で報告書がまと
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まれば良いかなと思っております。 

 この内容でも、ちょっと欲張り過ぎだと、恐らくそういうご意見が出るとは思

いますけれども、基本的にはやはりそれぞれの問題、課題に対する検討の深さの

問題でありまして、項目としてはこういった形である程度この範囲を網羅してい

ただかざるを得ないのではないかというふうには考えております。 

 以上であります。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 いろいろと課題は多いということで、かなりたくさんの課題が出ているわけで

すけれども、もちろんこの課題に対して事務局としてこういう方向というような

ところも書いてあるところもありますし、課題だけを摘出しているところも両方

あると思うのですけれども、いずれにしても今日全部議論して結論的なものを出

そうということではございませんけれども、こういうことを重点課題として、こ

んな観点からやってみたらどうかという提案ですので、そういう観点から１２月

に向けてやっていって良いのかどうかという観点から、ご意見をいただければと

思います。 

 非常に多いので、この資料の趣旨というか、方針としてまず従来の第２回、第

３回での議論を踏まえて、重点課題を抽出してきたということですので、まずは

この最初の４ページ、この辺のところでこんなことで良いのかと、その後にそれ

ぞれの重点課題について、また細かく課題を摘出していますので、最初のこの４

枚とそれに関連して報告書のイメージというようなところで、まずご意見いただ

ければと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 どうぞ、藤城委員。 

○藤城委員 この４ページの基本的考え方に対する最新知見の反映のところの最

初にこのシビアアクシデントの考慮ということが書いてありまして、シビアアク

シデントに対する公衆安全全体を踏まえた改訂というふうにあるのですけれども、

これはシビアアクシデントに対する最新の知見なり手法なりを十分勘案して議論

するということ自身は非常に結構なことだと思うのですけれども、基本的にシビ

アアクシデントに対する公衆の安全確保が必ずしも立地だけではなくて、設計に

もありますし、運転にも課される役割があるわけで、そういった全体に対するこ

とを考えようとすると非常に大きな課題になるわけですね。 
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 それはこの部会でも議論になった点ではありますけれども、そういったシビア

アクシデントに対する考え方を踏まえた改訂といった言い方をしますと、余りに

シビアアクシデントをベースに全ての基本的な考え方を考えようではないかとい

う提案に聞こえてしまいますので、その辺はシビアアクシデントに対して規制に

どう考えるかという基本的な問題はそれとして、長期的な課題として考えていく

ということであって、むしろそういった知見をベースに例えば原則的立地条件の

説明性をどうしていくかとか、それから現行の隔離要求に対しての考え方をどう

していくかという、そういうふうなことを考える上での考慮ではないかというふ

うに私は理解するのですけれども、その辺は一つは懸念と事務局に対するスタン

スのご質問なのですが。 

○与能本安全調査管理官 スタンスといいますか、定性的なところでシビアアク

シデントをある程度踏まえた上で、立地指針の改訂をしていこうと、それはある

程度これまでの議論からも先生方はそのように思われているのかなということで

のこのようにまとめ方をしております。 

 あと今、先生がご懸念されたのは、まさにどこまで深くここの項目をやるかで

ありまして、それに関しては事務局の方でもそれほど明確にどこまで出来るかと

いうのはよく分かっていないところがあります。ここでまとめさせていただきま

したのは、シビアアクシデントに関してこの小委員会でまとめるとすれば、何が

しかの提言という形になるかと思うのですけれども、提言としてはこういった内

容をカバーしているものが望ましいのではないかと、そういった意味の提案でご

ざいまして、あとはどこまで深くやるかですね。これははっきりと事務局の方で

も必ずしも明確にはよく分からないところで、今後の議論の進行具合にもよると

いうところがあると思います。 

○早田安全委員 藤城先生のご質問というのは、昨日の基準部会での議論を受け

たものだと思うのですよね。それで、たしか阿部先生とか、その他の方もおっし

ゃったのですが、シビアアクシデントの件は立地に限らず指針全体、安全をどう

考えるかにかかわることだから、そういう議論をして欲しいというご意見だった。

藤城先生はそのことをおっしゃったと思うのですね。それを議論する場として、

例えばここが良いか、体系化が良いか、基準部会がという話もあったと思います。

ですから、藤城先生が今ご指摘されたことを頭に置きつつということであって、
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立地という枠にとらわれない議論をどこかでしなければいけないということだと

思いました。私はそのとおりだと思います。 

○平野主査 どうぞ。 

○久木田安全委員 補足しますと、今のような議論が必要であるということと、

それからここでの議論がどの範囲であるかということを明示するようにという、

そういう藤城委員からのご趣旨だったと思います。ここで今、早田委員がおっし

ゃったようなシビアアクシデント問題を全面的に解決すると、そういうことでは

ないということがもっとはっきり分かるようにする方が良いということですね。 

○平野主査 まさに昨日大分議論したことなのですけれども、シビアアクシデン

トについては、私も４ページまでと言ったのですけれども、５ページ以降を見る

とシビアアクシデントから入ってますので、かなりシビアアクシデントについて

大々的な議論をして、規制要求をどうするかというところまで、結論は出るとは

事務局も思ってないと思いますけれども、そこまで議論してからというちょっと

ニュアンスがあるのですけれども、もちろんこの小委員会としてはそういうこと

ではなくて、立地指針だけにかかわる問題ではないので、どこかで議論をすると

いうのは、もし今議論の場があれば良いのですけれども、そしたらその結論を待

ってということがあるのですけれども、大体１年ぐらい前からですか、昔の指針

体系化の報告書も受けて、そろそろいろいろな指針について見直してはどうかと、

体系化も含めてという議論があって、そしてどういう指針から見直したら良いか

とかという議論もあって、それは各専門部会で確か春ですか、今年に入ってから

皆さんから意見を出してもらって、その中でシビアアクシデントの取扱いという

のもあったのですけれども、正直言って出てきた委員の方のでいくと、二十何人

いますけれども、意見を出された方は多分七、八人だったということもあるので

すけれども、全員が是非このシビアアクシデントから入るべきだと言ったわけで

はないということも踏まえて、あと最新知見を入れて、多分安全委員会としては、

委託調査とかも含めて、立地指針とか、それから燃料関係の指針についての改訂

について検討してきたという、そういういろいろなものを踏まえて、今体系化は

ちょっと別格かもしれませんけれども、燃料関係等を立地指針が出たわけですね。

そういう経緯を踏まえると、今シビアアクシデントについて全体的に議論をする

場というのは必ずしももないと。だけれども、立地指針をやる時にはシビアアク
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シデントのことについては避けて通れないというのが皆さんの意見だったと思う

のですね。 

 それで、そうした場合には、シビアアクシデントの取扱いを規制上どうするか

という観点はある程度もちろん入りますけれども、立地指針においてシビアアク

シデントはどう取り扱うべきだとは、これは議論せざるを得ないですね。それを

規制上の要件にするかどうかというのは、ちょっとまた別として、立地指針に関

連してシビアアクシデントをどう取り扱ったら良いか、シビアアクシデントをど

う考慮していったら良いかという議論はする必要があるので、一番最初にこれが

来ているのは良いのかどうかということは別として、重点検討課題ではあるので

はないかと思うのです。 

 私の方からコメントというか意見なのですけれども、シビアアクシデントの問

題はもちろん避けて通れない重要な問題なのですけれども、もうちょっと順番と

しては原則的立地条件かもしれないのですけれども、立地評価指針がどうあるべ

きかというもうちょっとどういうことが本来書いてあるべきところから入った方

が良いのかなと思います。 

 それで、専門部会でもそうですし、この小委員会でも立地評価指針はなくても

良いのではないかと、みんな設計指針の方で受けて良いのではないかというよう

な話もありましたし、立地評価指針の中では、いわば原則的立地条件に相当する

ものだけを書いて、あともう少し具体的な話はそれぞれの指針に移した方が良い

のではないか、そういう議論もあったわけですね。 

 そういうことも含めて、もう少し本来これはもちろん中長期的な課題になるの

ですけれども、そういう方向性についてももう少し議論をして、そしてその方向

性にある程度合った範囲で当面の改訂、方向性はこうだと言っていて、違う方向

で改訂したのでは、余り良くありませんので、そういう意味で生物とか環境に対

する影響は表現しておいた方が良いかどうかということも含めて、どういう原則

的立地条件、今で言えばそれに相当するものをもうちょっと議論して、それから

２ページというか、最初のあれなのですけれども、それで例えば３ページのとこ

ろで、たまたま段階的解決と書いてあるのですけれども、現時点での解決、短期

的課題、改訂の方向性、長期的課題というのがあるのですけれども、私は気持ち

としては改訂の方向性というのが先にあって、それはもちろん方向を具体的に例
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えばシビアアクシデントをどうするかというのは結論は出ないのですけれども、

方向性というのを議論して、その方向性に合った方向で、現時点ではどこまで改

訂するかというふうに話を持っていくのが筋ではないかなということで、書き方

だけかもしれませんけれども、まず改訂の方向性があって、そして現時点での当

面の改訂、どういうところをするかというふうな議論の持っていき方にした方が

良いのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。委員の方ももちろ

ん事務局の方も含めてですね。 

○与能本管理官 資料の書き方として、この現時点での解決と改訂の方向性と並

行してパラに書いていますけれども、意味的には今、主査がおっしゃられたとお

りでございます。両者に矛盾があっては、それはおかしな話しですから。 

○平野主査 もうちょっと補足すると、だから４ページのところで基本的考え方

に対する最新知見の反映と現行離隔要求に対する最新知見の反映なのですけれど

も、多分こういうふうになっていくのだとは思うのですけれども、将来的な方向

として離隔に重点を置いた、あるいはもっぱら離隔という観点で出来ている現行

の指針が将来的な方向として良いかどうかというところも含めて、まずは議論す

る必要があるのではないかということなのですけれども。 

 そういうことでよろしければ、ちょっと私最初のページと言ったのですけれど

も、その後非常に今も議論になりましたシビアアクシデントの考慮のところで、

これは避けて通れないと、これに対してどう議論をして、ある程度の立地評価指

針を改訂していく上でも、シビアアクシデントの考慮に関する方向性というのも

議論していく必要があると思っているのですけれども、それは大方の方のご意見

だと思いますけれども、もう少し具体的に事務局の方から踏み込んで、重点課題

項目、あるいは解決の方向みたいなものを示していただいたわけですけれども、

この辺のシビアアクシデントについての議論をもう一度大事なところだと思うの

で、ご意見をいただきたいと思うのですけれども。 

 どうぞ。 

○電気事業連合会（辻倉） 大事な論点だと思いますので、議論いただきます時

に是非一つの要素としてご配慮いただければと思いますので、ちょっと発言をさ

せていただきます。 

 シビアアクシデントそのものについての検討は、これは当然今後されていくジ
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ャンルですので、それについてどうこうということではございませんけれども、

現在の国際的な審査の中で、決定論的ないわゆる先ほどご説明ございました米国

で言いますと１５章で評価していることと１９章で評価しているシビアアクシデ

ントの取扱い、判断基準、それは随分違うものだと認識をしております。 

 一方、ご議論いただいております立地審査指針での離隔の評価は、これは設置

許可段階できちっと判断をいただいて、立地が妥当であるということについての

ご判断をいただかないといけない対象だと思っておりまして、それに対してシビ

アアクシデントはどういうような関係にあるのかということの議論は当然あって

しかるべきかもしれませんけれども、一つの決定論的な概念、決定論的という言

葉が適切でないかもしれませんが、規制側のご判断としてその時点でしかるべく

エビデンスを添えた形でのご審査をきちっといただいて、妥当であるという判断

がいただけるような対象でないと、そこでは許認可の段階としての誠実性がなく

なりますので、その点を是非ご配慮いただいてご議論いただきたいと思います。 

○平野主査 その辺はもちろん当然のことで、この資料でも規制の実効性とか、

いろいろ多分書いてあるのだと思うのですけれども、そういうことでよろしいで

しょうか。 

○与能本安全調査管理官 ＰＳＡに関して、これまでも基準指針専門部会等でも

議論がありましたけれども、もしも今の基本設計に対してＰＳＡが十分に出来な

いということならば、そこのＰＳＡの結果を使って、例えば安全目標との比較と

か、そういったものには直接にはなかなか今の体制では出来ないのではないかと、

そういった議論がございます。それで、阿部先生なんかはよく現行の安全規制の

方法が適したもの、安全目標と比較して適切なものであるか、そういった面から

の検討が先であろうと、そういうことをいつもおっしゃられておりますけれども、

それは当然だと思います。 

○平野主査 その辺の各論になると、三、四年前の耐震設計指針の時の議論を思

い出してしまうのですけれども、基本的に日本の審査のやり方というのは、基本

設計でまず見るのですけれども、基本設計で見ているのは大きく言えば約束事で

すよね。設計は終わってないのですから、こうします、こうしますと、だから基

本設計の指針には基本的に書いてあるのは、安全設計の基本的考え方の妥当性を

見ると書いてあるのであって、詳細なデータがなければＰＳＡが出来ないから、



－36－ 36

確率論的な判断基準というのは、作れないのだということはないと思います。と

いうのは、ちょっとその議論になったので、あえて申し上げた。 

 他にいろいろとご意見あると思うのですけれども、どうぞ。 

○早田安全委員 確かに、審査の段階では基本設計の方針ですから、指針に基づ

いて判断をすると。ただ、現在の審査では新しいプラントに限りますけれども、

アクセントマネジメントについて、設計が決まった段階で燃料装荷前に評価をし

てそれを持ってきなさいということになっていました。それの第１回の最初の例

が泊の３号炉だったのですが、当然そのアクシデントマネジメントの効果がどう

かということを示すためには、当然ＰＳＡの評価をやっているわけですね。です

から、実質的にはやり始めたと思います。 

 それから、現行のプラントについては全てのプラントについてのＰＳＡ評価を

やっているし、その定期安全レビューの時にはやり直す、それからアクシデント

マネジメントの効果をやっているということで、今あるプラント、それから建設

中のプラントも含めて、相場観というのはあると思うのですよ。だから、全く白

紙の状態で次の炉の評価をしないということですから、ある程度の判断基準は持

っていることだと思います。ただ、それをどういう具体的に位置付けをするかと

なるかもしれませんけれども、少なくともバックチェックとしてはそうなってい

るというのが現在の状況だと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 一つ事務局の方に質問というか、確認なのですけれども、例えば５ページで、

あるいは８ページで書いてありますね。これまでに確認してきた安全水準との関

係という、これまでに確認してきた安全水準というのはどういう意味で使われて

いるのでしょうかということなのですが。 

○与能本安全調査管理官 これはこれまでのシビアアクシデントに対して規制要

求していなくて、それであっても十分安全性は確認、災害防止上の観点から問題

ないと、そういう判断をしてきたわけです。ということは、それだけの考え方に

固定してしまうと、十分な安全性が確認されているのだから、シビアアクシデン

トに対して新たに要求するのはおかしいのではないかと、そういう議論も成立し

得るわけなのです。 

 ところが、その一方で科学技術が進展しているのだから、安全の水準もどんど
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ん高くなっても良い、規制も合理化されても良いという考え方もあります。だか

ら、その辺りの考え方を整理する必要があるのかなと考えております。実際、安

全委員会の中での事務局の間でも行政間の間でそういう意見を持っている人もい

ますし、その辺りの判断は難しいということで、課題となると思って書いており

ます。 

 その辺りの議論の際には、ここにもありますように、先ほども申しましたけれ

ども、イギリスのＳＡＰで書かれているような制限と目標とか、そういった書き

方のそういう考え方というのが参考になるのではないかなと考えております。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 私も確認したかったのは、この安全水準というのは指針のもちろん立地評価事

故ということで、仮想事故もやってますから、それも含めてですけれども、いわ

ゆる審査でクレジットをとったものによる安全水準というのと、その後の自主で

すけれども、安全委員会の指導もあってやっているアクシデントマネジメントも

入れた上での安全水準、ここのところをちょっと確認したかったのですけれども、

安全目標等を比較するという時には、当然アクシデントマネジメントを全部入れ

てやると、これが例えば添８、いわゆる添１０ですね。そこで明記されている安

全上重要な機能を持ったＳＳＣだけで例えばＰＳＡをやって、安全水準を確認し

ているのではなくて、その後の最終的には電力自主ということになっていますけ

れども、完全な規制要求ではないのだけれども、自主的な予期し得ると言って良

いのかもしれませんけれども、アクシデントマネジメントを考慮した上での安全

水準が非常に高いということが確認を今までされてきているということなので、

そこのところはちょっと確認をしたかったわけです。 

 他にどうぞ。 

 竹下委員。 

○竹下委員 今のシビアアクシデントにかかわる話とちょっと違うのですけれど

も、この全体のまとめ方といいますか、進め方で今の主査の方でまず方向性をと

にかく議論されたいと、したいということをおっしゃったのですけれども、確か

にこの議論の指針の改訂の立地指針がずっと何十年もそのままだったのだと、そ

の間にいろいろな知見がたまってきたので、その知見を評価して、それでこれは

非常に重要な知見であるから、何らかの形で今の指針を変えなければいけないと
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か、そういう評価がまずはあって、それでどうしようかという話ではないかと思

います。 

 というのは、そもそも立地指針とはこうあるべきだという議論をまずして、そ

れでこういうことを書くべきであるとかという過去の知見とは無関係にこれから

何か指針を作るかのごときアプローチをしようとすると、これはまた非常に大変

な話ではないかと、そういう心配をします。 

 だから、どっちかというと、少なくともこれまでに今いろいろシビアアクシデ

ントにしろ、アクシデントマネジメントにしても、あるいはＰＳＡにしても、相

当な蓄積が出来てきた。それは私らもある程度よく勉強して分かっている。今日

もちょっとあったような環境の話なんかは、あれは現状は非常にアメリカの現状

はよく分かったのですが、あれを見ると、それを日本の指針の中にすぐ入れなけ

ればいけないのかどうかということに関しては、今日聞いた話だと、そんなに緊

急性はないのではないかなという、私なんかはそういう印象を持ったのです。そ

れは、だから当然長期的な課題として捉えれば良いのではないかというふうに思

うのですね。だから、そういう意味でシビアアクシデント、それからあるいは格

納容器の健全性の話ですね。どこまで格納容器に健全性を求めるか、これは今の

立地指針を決めた時も既にそういう議論はあって、炉心が全部壊れるというよう

なことを前提にしたら成り立たないわけですね。 

 でも、格納容器は完全に絶対大丈夫ですかと、そういうこともいろいろ議論し

ながら今の立地指針が今のところで落ち着いていまして、そういう意味でこれま

での知見を踏まえて、本当にこの知見は非常に重要であると、これは極力指針で

反映しなければいけないのかどうかという、そういう観点もよく留意しながらや

っていった方がちょっと早いのではないかなという気がしました。 

 それから、あと一つちょっと非常に大したあれではないのですが、４ページ目

のこの事務局の資料でいつも出てきて気になっていたのですけれども、原則的立

地条件でそのあれが説明性の向上と書いてあるのですね。この説明性の向上とい

うのが非常に引っかかります。説明責任ということはあります。それから、説明

のしやすい、しにくいという、そういうあれもある。説明性というのは、説明性

を向上するというのはどういう意味で今後使っておられるのか。 

 その説明するというのは物事は単純であればあるほど説明しやすいのですよ。
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それは当たり前で、ただ単純化するためにはグレーのものを全部捨ててしまって

説明するわけですね。そうすると、だから説明しづらいからその概念がおかしい

という話でも必ずしもないので、だから説明性の向上という言葉がまず皆さん共

通の理解としてあるのかどうか、あればもちろん私だけとんちんかんなことを言

っているかもしれませんけれども、ちょっとそれは非常に気になりますので、ず

っと前からこのことは出てきますので、皆さんのご意見が聞ければと思います。 

○与能本安全調査管理官 まず、説明性の向上のところでありますけれども、こ

れはまさに何回か先生方に議論いただいて、原則的立地条件は基本的に良いけれ

ども、もう少し分かりやすく書いた方が良いですねとか、実態に合わせた方が良

いですねとか、そういった意味で書いてあります。 

 例えば、２番目のところで安全防護施設との関連において十分な離隔という要

求がありますが、現在電力の自主保安としてのＡＭが整備され、そういったとこ

ろを踏まえると、もう少しここのところはそういった設計だけではなくて、そう

いったソフト的なことも含めるように書くべきではないかと、そういったご意見

がありました。 

 そういった意味で、それとまた別にもっと根本的なところですけれども、この

原則的立地条件の３項目については、今のＩＡＥＡの三つのこの同等な条件と比

較しても同等であると、ですから基本的には良いであろうと。ただ、もう少し今

言いましたように説明性が高くなった方が良いのではないかと、この辺りはまさ

にこれから議論いただきたいところでありますけれども、一応はここに書いてあ

る資料は、これまでの議論は反映したつもりで書いてあります。 

 それと、もう一つ指針を改訂する緊急性のところなのでありますけれども、特

にシビアアクシデントに関するところとか、そういったところにあると思うので

すけれども、この辺り是非先生方に議論をしていただいて、それを中間報告書と

してまとめたいと思います。 

 シビアアクシデントに関してのことを規制上要求する、しない、そういったと

ころも非常に大きな問題で、今日の資料で一番先頭に書いておりますのも、一番

ブレイクスルーが要求されるのがここですから、そういった意味で書いておりま

す。それほど大きな変化ですから、そういうことを要求する必要性というのの議

論は徹底的にしていただく必要があると思いまして、今後どんどんしていってい
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ただければと思います。 

 ただ、緊急性に関しましては、これまでの先生方の議論を聞いていただいても、

聞いておりましても、立地、仮想事故というような、ああいう形でのある意味あ

れはシビアアクシデントでありますけれども、燃料棒被覆管の機能が喪失するこ

とを仮定しておりますが、シビアアクシデントでありますけれども、それを考え

るだけで良いのかという、かつ国際的に見てどうなのか、国際的に見てシビアア

クシデントを規制的に取り込んでいない、また仮想評価事故的なもので離隔を判

断している、これらは極めて特殊的なところでありますので、国外との比較等も

含めて議論をしていただくと、割と緊急性はあるのではないかなと、事務局的に

はそのようには考えております。まさにこの辺りは議論をどんどんしていただい

て、報告書にまとめたいと思います。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 緊急性がどこまであるかについては、これからの議論の中で結論を出していっ

たら良いのではないかと。 

 先ほどのシビアアクシデントに対する議論のところと同じようなことを言うの

ですけれども、いろいろな経緯があって、立地指針等検討小委員会が立ち上がっ

て、将来に対する改訂の方向性と当面の改訂の試案を検討してみろという命題が

くだっているわけですから、その範囲でこういう方向性が良いのではないか、あ

るいは当面するのだったらこういう改訂が出来るのではないか、これはマストだ

とは言ってません。ベター論だと考えていただければ良いと思うのですね。 

 それで、やはり最終的には安全委員会が判断するわけですが、これは緊急性も

ないし、当分やめろよということになれば、そういうことになると思うのですけ

れども、我々はこの小委員会がスタートしたわけですから、そういう範囲でどう

いうことが出来るかというのを議論して、もちろん小委員会として最終的に改訂

しなくても良いですねということが出ることもあるかもしれませんけれども、そ

ういうことでまずは検討していってみたいというふうに思うのです。 

 梶本委員。 

○梶本委員 そういう緊急性、あるいはなぜ見直しが必要かということになれば、

これからどんどん議論が必要だとは思いますが、今年はスリーマイル島の事故が
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起きてちょうど３０年という形になります。ですから、一つの目安はスリーマイ

ル島の事故は起こしたくないと、あれは完全なシビアアクシデントのタイプであ

ると、炉心はほとんど半分以上溶融したわけですから、こういう事故に対して仮

想事故の評価でやるとよう素は２５０分の１しか出ない。希ガスはほぼ同じよう

に出ますが、こういうさすがに仮想事故ですから、そういう事態になっているの

ですが、この仮想事故として今評価しているものが一体何を担保して評価してい

るのか、そういうところが明確にならないと、仮想事故の位置付けというのは今

後問われていくと、大きい一つのターゲットとしては、スリーマイル島の事故と

いうのが非常に一つの大きい目安になると私は考えております。 

 ですから、こういうスリーマイル島の事故に対しては明らかにシビアアクシデ

ント、シビアアクシデントの対応を我々はどうしていくのかというのは、立地指

針の中でそれをどう位置付けていくのかというのは、一つの重要なポイントにな

ると思います。 

○早田安全委員 二つありまして、一つはＴＭＩですけれども、確かにＴＭＩは

あれは一例だと思うのですね。いろいろなことを考えるきっかけになったので、

ＴＭＩ事故を念頭にというのは、私は正しくないと思います。 

 それから、仮想事故の話ですけれども、恐らく当初考えた時には、基本的には

安全を担保すると、施設の安全性を担保する。そのためにはいろいろな手を尽く

しましょうということであって、それより大きな事故が起きないようにするのが

大原則だったと思うのですよ。 

 一方、仮想的に想定したものは仮想事故という言葉になっていますけれども、

何か初めの頃は Hypothetical Fission product release という言葉で記載して

いた。つまり事故ではなくて、仮想的に放射性物質が重大事故を超えるものも考

えなければいけないから何か考えましょう。そこにシナリオがなかったといえば、

それは今だって決めろと言われれば決めざるを得ない。ですから、先ほどの仮想

事故の話とか、立地評価事故、言葉がありますけれども、こう考えているものだ

ということを明確にしてやらないと混乱すると思います。その中でシビアアクシ

デントの関連も明確にしておく必要があるのではないかと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 どうぞ。 
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○久木田安全委員 もう時間だと思いますが、緊急性ということについて確かに

立地評価というこのことだけを取り上げれば、あるところに落ち着いているとい

うふうにも見ることが出来るわけですけれども、梶本さんがおっしゃったＴＭＩ

事故というものをきっかけとして、ああいった事象をより現実的に技術的に取り

扱うべきであるというふうに以後３０年間考えてきた。 

 その一つの表現というのがリスク情報の活用ということになるわけですけれど

も、先ほどの資料にありましたように、設計の最適化、設計における安全確保の

最適化という指標として炉心損傷リスクというものが使われている。こういった

立地指針の改訂というのは、設計に対してリスク情報の活用というものを適用す

る、その一つのきっかけとして考えられるわけで、先ほどの議論にありましたよ

うに、そのことがこの場での議論で全面的に解決出来るわけではない。シビアア

クシデントの問題を全面的にここで処理するということではないわけですけれど

も、立地評価という一つの切り口で物事を進めることによって、我が国でのリス

ク情報の活用というものを更に進展させるという、そういう意味があると思いま

す。それは緊急性ということについて言えば、いろいろな考え方があると思いま

すけれども、安全委員会として進めるべき方向であるということについては、ご

理解いただければと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他にシビアアクシデントに限らず原則的立地条件の方でも基本的目標ですか、

そちらの方でも全体、ソースターム、どこでも結構でございますので、どうぞご

意見を。 

 よろしいでしょうか。 

 本間委員。 

○本間委員 一つだけ１１ページのところで、基本的目標の目標として個人リス

クと集団、社会的リスクに制限を要求していることは、今日的な意味でも適切と

いうふうに書いてあるのですけれども、社会的リスクの方は集団線量的なものが

そういうものの一つの指標にはなり得るということは、正しいと思うのですけれ

ども、立地段階で今考えているような格納容器健全で立地評価事故なり、仮想事

故なりの規模のソースタームを考えた場合に、その規模で果たして集団のという

か、社会的リスクを制限するような要求を課しているということが今はそうなっ
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ているのですけれども、それが果たして適切なのかといえば、明らかに社会的リ

スクがかかわる部分というものは、それよりはるかに大きなソースタームでなけ

ればあり得ないと思うのですね。ですから、そこは非常に注意が必要ではないか

というふうに思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 そこのところに関連していけば、基本的目標のところに関連していけば、集団

被ばくについては、いろいろ過去も検討したけれども、適切な評価手法があるか

どうかという問題、特に全部東京で決まるよという話、非常に低線量のところま

で、いわゆるゼロまで比例的に影響が出るのだというような形にすると、そうい

うふうな問題になるというようなところもございますので、もう一度この適切と

いうところがちょっとクエスチョンマークでもう一度議論したいなと思います。 

 それから、基本的目標に関して言えば、目標と手段の分離ということで、手段

は仮想事故をいわば定義しているということですかね。こういう仮想事故を考え

なさいというようなことで、結論的評価になって、目標と手法が混在していると

いうことかと思ったのですけれども、目標と手法を分離するということは、そう

いう方法があるかと私も思いますけれども、大事なことは指針で要求とする以上

は目標といわばその目標の一部かもしれませんけれども、判断基準ですか、ある

いは判断目安、そういうものがないと、余り定性的に何々するということでは本

当の指針にはならないのではないかと。要求と判断基準、この二つがセットであ

るべきだと思うので、なるべくそういう指針にしたいなと思います。 

 それから、もう一つだけシビアアクシデントの考慮のところで、要求内容とし

て設計審査指針等での格納容器設計に対する要求というのがあるのですけれども、

もちろんそういうものも一つの考え方だと思うのですけれども、私は今の立地指

針関連で気になるのは、確かに格納容器はそうなのですけれども、立地指針で例

えば仮想事故というものを定義して、実際の評価方法については安全評価指針の

方で出ていると。 

 安全評価指針の方でいろいろなクレジット、フィルターがどうとか、格納容器

スプレーに対してはどうとかというクレジットが書いてあるのですけれども、そ

こに書いてある、こういうふうにやって良いよと要は書いてあるわけですけれど

も、このやって良いよということは、それは確実に満たせるのだよということを
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本来説明する必要があるわけで、今格納容器については格納容器が破損するよう

なことは当然今仮想事故では考えてないのですけれども、それはそういう条件で

やるということは、そういう条件を満たすようないわば設計をしてくださいよと

いう要求だと思いますので、その辺のところは設計指針の中でそれを求めるのか

という問題にもどると、これは平成２年ですか、設計指針と評価指針が改訂され

た後に、よく内田先生が言われていたのですけれども、格納容器の要求に対する

２８項ですか、あそこでシビアアクシデントまで読めるようにしたのだと、それ

の具体的な評価条件を評価指針の方で書きたかったのだけれども、そこまでいか

なかったということをその後内田先生には何回も苦言を呈せられたというか、経

緯があるのですけれども、これは設計指針等とありますけれども、設計指針の中

で明示的に書くと、それは本当に同じではないかという意見もあるけれども、設

計指針の中で明示的に求める方法と設計指針の方では漠とした書き方で、具体的

な評価条件として評価指針の方に書いていくという方法も今のようなやり方なの

ですけれども、というのもあるのかなというふうに個人的には思っています。 

 どうぞ、酒井委員。 

○酒井委員 本日、環境への影響ということでヒト以外の生物種への影響という

のが話題になったところであります。 

 それで、まとめていただいたところで、ヒトの基準がきちんと守られていれば

環境、生物への影響というのは少ないというような結論で、今のこの委員会の方

向では緊急性は余りないだろうということかと思います。その件に関してはよろ

しいのですけれども、ただ議論として今現在基本的目標のところにはあくまでも

公衆、つまりヒトが対象であって、ヒト以外の生物種というようなことは表れて

いません。 

 今回、この見直しにあたっては、先ほどのようなヒト以外の生物種についても

議論をした上で、この目標は適切であるというような、そのようなことは議論の

経過として残しておいていただきたいと思います。また、同じ方向のことを申し

上げるのですけれども、立地の段階で放射線の影響ということでというよりは、

そもそも施設を導入するということで、放射線以外の環境へのインパクトという

のが非常に大きい、放射線自体の影響よりも大きいと思います。 

 そのようなことで、ヒト以外の生物種への影響というものを立地指針の中にど
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う盛り込むかという時には、その辺り環境への影響の中で放射線と放射線以外の

もの、その辺りの議論が必要かなと思いました。 

 以上です。 

○平野主査 その辺については、守備範囲かどうか。 

○与能本安全調査管理官 一応今の日本の法律的には、前回も紹介いたしました

ように、別の法律の方で環境影響を評価することになっていて、そちらの方は全

く放射線に関する要求はしていなくて、むしろ放射線以外のところはそちらでカ

バーするやり方にはなっております。 

 ただ、このやり方で良いのかどうかとか、米国の例を見ますと、今日も紹介し

ましたように、環境影響評価の方と安全の評価の方と観点は少し違うということ

もありましたけれども、何か内容的にほとんど同じことが書いてあると、そうい

うこともありますので、少しぐらいの重複は認めるような書きぶりでいくのが良

いのかどうか、ただ指針なんかに書いてしまいますと、それは規制要求になって

しまいますので、その辺微妙ですけれども、基本的な考え方としては例えば報告

書にまとめるとか、そういったことはこれから議論いただいて決めていくのが良

いかと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 基本的な立地条件のところでもう一度整理したいと思いますけれども、今のよ

うな形で少なくとも議論はして整理はしておくと、指針の中に書き込むかどうか

はちょっと今のところはそこまでしなくて良いのではないかという意見が強いよ

うですけれども、最終的には整理したいと思います。 

 他どうでしょうか。 

 今の４－６のところはこれからの議論を非常に方向付けをするところですので、

時間をかけてやってきましたが、他によろしいでしょうか。 

 こういう観点とかこういう考え方で議論をすべきではないかと、ここでご意見

があればいただきたいし、またよく見ていただいて、また何週間後までに意見を

いただくということもやりたいと思いますけれども。 

 よろしいでしょうか。 

 それで、次の議題に進むべきところなのですが、大分時間が押してしまって、

予定では新しい番号で４－７の資料を梶本委員の方から説明していただいて、質
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疑をするということだったのですけれども、ちょっとあと十数分しかありません

ので、大変申しわけないのですけれども、この議題については次回に送りたいと

思います。 

 せっかくですからということではないのですが、この４－７の資料の全体の趣

旨とか構成を５分ぐらいで、改めて次回に説明していただくことになると思いま

すけれども。 

○梶本委員 資料の４－７、これについては前回ＮＵＲＥＧ－１４６５のソース

タームが具体的にどういうものかを紹介させていただきましたが、それは実際日

本の今の仮想事故のシナリオが安全評価指針の中に書かれていますが、実際これ

に適用した時に一体どういう違いがあって、どのような影響が出るのか、その辺

を定量的に明らかにしてみると。それから、もしそういうＮＵＲＥＧ－１４６５

みたいなソースタームを入れた時に、大気中への放出をどういう要因が支配して

いるのかとか、そういうことを明らかにしていきましょうと、そういう趣旨で作

ったものです。 

 もともとＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタームは前回ご紹介しましたように、

１９９０年にありましたアメリカのＮＵＲＥＧ－１１５０、要するに五つの商用

プラントに対するリスク評価の報告、それを受けてその中にある事故シナリオを

全部分析して、大体発生頻度として１０－６前後で炉心損傷にいく事故に対して、

放出の継続時間とか、そういうものを事故のシナリオから平均して求め、放出量

に対しては低圧事故シナリオから格納容器への放出量を見たと、そういうものが

ＮＵＲＥＧ－１４６５であるということを紹介しました。 

 そういう中で、はっきりシビアアクシデントの考え、そういうシビアアクシデ

ントのリスクの評価の中から出されてきたのがＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタ

ームであると。これは幾つか段階があって、四つの段階に分けて全てがシビアア

クシデントというわけではないのですが、そういう考えの基に出されてきたＮＵ

ＲＥＧ－１４６５を実際先ほど申しましたが、日本のプラントのシナリオ、今の

安全評価指針の中にあるシナリオに適用したらどうなるか、もしそういうものが

適用した時に不都合が出るのか、日本の安全評価指針のシナリオの中で十分やれ

るのか、やれないのか、そういう課題を全部検討したと、そういう趣旨のもので、

次回また詳細について説明させていただきたいと思います。 
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○平野主査 梶本委員には大変申しわけないのですけれども、また次回きちっと

説明していただきたいと思います。 

 逆に少し時間は早いのですけれども、何か全体を通してご意見がございました

らどうぞ。 

 よろしければ、最後に事務局の方から何か連絡事項がございましたらどうぞお

願いします。 

○重松副管理官 それでは、事務的なご連絡をさせていただきます。 

 次回の第５回会合でございますが、９月下旬の開催を予定しております。日程

については、今後調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○平野主査 それでは、本日の会合はこれで終わりたいと思いますが、非常に時

間をかけて議論をした４－６の資料、これについてはまだよく議論をこれからし

ていくわけですけれども、是非こういう観点から議論すべきでないかとか、追加

とか、そういうものについてのご意見をいただきたいと思います。事務局の方と

しては、遅くとも２週間以内にはと言っていますので、その辺をめどに今後２週

間以内にコメントをいただきたいと思います。 

 それでは、ちょっと司会の不手際もありましたけれども、本日の第４回の会合

は閉会とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後０時２０分 閉会 


